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金
滞
古
蹟
志
巻
三
十

ひ
け
る
に
、
三
岡
崎
と
や
ら
ん
士
の
家
来
走
り
、
共
代
り
に
主
を
切

腹
と
や
ら
承
り
候
由
申
し
て
濁
り
た
り
。
是
は
と
思
ひ
、
三
擁
立
蹄

り
、
.
共
夜
の
環
七
b
T
時
遇
、
孫
市
が
宅
の
門
を
敵
き
.
=
一
滅
多
り
候

由
を
申
す
ι
孫
市
出
で
、
三
磁
め
何
し
に
来
た
ぞ
、
早
々
往
け
と
一
宮

ふ
。
い
や
旦
那
様
の
御
切
腹
と
承
り
、
驚
き
参
り
候
と
一
宮
ふ
。
あ
ほ

う
め
、
語
れ
は
行
懸
の
駄
賃
ぢ
や
。
子
共
が
聞
か
ぬ
先
に
ゆ
け
と
い

へ
ど
も
、
中
々
存
寄
ら
ぬ
鉢
也
。
は
や
孫
市
の
せ
が
れ

E
も
聞
付
け
、

扱
h
H

親
仁
は
集
遼
か
、
そ
れ
鏑
め
く
L
れ
と
一
去
ふ
。
孫
市
聞
い
て
‘

己
れ
ら
は
御
主
の
役
に
立
つ
も
の
で
た
し
。
あ
の
男
が
主
の
命
に
代

ら
ん
と
て
来
る
に
、
ど
と
へ
行
く
も
の
ぞ
。
夫
を
揚
る
法
ゃ
あ
る
と

叱
ら
る
h
。
扱
三
磁
牢
舎
被
v
命
、
吟
味
有
v
之
底
、
越
前
金
津
に
罷

有
、
委
細
承
り
念
ぎ
罷
腸
り
候
由
申
す
。
孫
市
が
答
方
も
一
-R

申
け

り
。
然
る
に
十
日
許
過
ぎ
、
柳
原
盟
臓
は
泉
野
に
て
牛
裂
の
刑
に
被
v

仰
付
↓
扱
牢
屋
へ
御
歩
小
頭
大
山
五
郎
左
衛
門
・
東
郷
奥
次
右
衛
門
雨

入
被
v
港
、
三
減
め
申
分
紳
妙
に
被
昌
思
召
一
孫
市
口
上
も
欝
宜
〈
候

-前回

故
、
一
命
御
助
け
可
v
被
v
成
候
聞
‘
情
を
出
し
奉
公
せ
よ
と
被
昌
仰
波
一

孫
市
に
も
目
を
懸
け
能
〈
遺
へ
と
の
御
事
也
。
後
に
三
臓
は
小
幡
不

入
被
v
賞
、
知
行
百
五
拾
石
ま
で
取
上
げ
た
る
よ
し
云
々
。
按
や
'
る

兵
衛
切
腹
被
昌
仰
付
-
と
の
由
、
笑
止
成
事
也
と
云
ふ
。
久
々
の
主
人

及
a
迷
惑
-
て
は
生
甲
斐
無
v
之
と
存
じ
、
夜
中
立
蹄
り
.
御
身
の
上
御

難
俄
と
承
り
罷
腕
り
た
り
。
公
儀
へ
御
出
可
ν
被
v
下
と
云
ふ
。
市
兵
衛

聞
い
て
‘
扱
々
・
奇
特
千
高
也
。
手
前
事
既
に
七
十
援
に
今
少
し
の
身

也
。
年
若
成
者
生
容
さ
せ
候
事
不
便
千
寓
也
。
早
〈
立
退
可
v
申
と

て
.
金
子
拾
南
出
し
‘
拙
者
切
腹
取
置
く
篤
に
践
し
置
き
た
る
金
子

・
な
れ
共
、
茨
ニ
・
三
俵
に
て
済
む
事
也
。
路
銀
に
と
ら
せ
候
僚
、
早

々
立
返
候
へ
と
云
ふ
慮
、
不
=
存
寄
-
事
也
、
罷
蹄
侯
者
が
何
程
御
意
伎

と
て
立
退
き
申
も
の
に
候
哉
と
合
点
せ
宇
。
親
類
中
も
此
上
は
雪
上

辞
設
可
v
然
と
色
々
市
兵
衛
に
申
聞
に
付
、
無
n
是
非
-
立
蹄
候
趣
を
言

上
す
る
鹿
.
市
兵
衛
前
後
の
仕
形
一
々
一
建
a
御
題
一
一
夜
唱
聞
召
-
被
=
仰
出
-

候
者
、
主
人
の
難
儀
を
承
及
立
蹄
候
段
、
奇
特
に
被
=
思
召
-
K
付
、
御

赦
菟
被
v
成
、
勝
手
次
第
召
仕
可
v
申
。
市
兵
衛
儀
御
預
置
の
者
篤
v
設--

欠
落
-
儀
は
不
調
法
に
候
へ
ど
も
‘
久
々
召
仕
侯
も
の
立
蹄
候
故
、
不

便
に
存
候
て
我
身
を
不
ν
願
、
軍
て
立
退
候
ゃ
う
申
渡
儀
、
御
前
御
家

人
を
不
便
に
一
被
=
思
召
-
も
同
事
に
被
忌
召
-
候
故
、
市
兵
衛
俄
御
菟
被
v

成
皆
被
a
仰
出
二
m兵
衛
儀
は
不
v
及
v
申
、
御
家
人
一
・
統
落
涙
仕
た
り
。

扱
右
の
草
履
取
、
小
幡
宮
内
不
人
事
建
て
所
撃
設
さ
れ
、
侍
に
・
な
し

金
揮
官
蹄
志
巻
三
十

五
J、

に
、
右
壮
菅
家
見
聞
集
に
、
元
和
八
年
津
田
次
左
衛
門
組
、
持
筒
頭

足
趨
榊
原
文
誠
、
衆
道
之
事
に
依
り
て
於
=
由
来
野
-
牛
裂
之
刑
陀
被
v
底

と
あ
る
時
の
事
也
。
但
し
山
本
基
府
の
夜
話
鍛
に
は
、
=
一
段
崎
孫
市

を
ぽ
三
山
市
兵
衛
と
す
o
共
の
僻
話
に
一
宮
ふ
。
毛
利
庄
兵
衛
前
援
有
v

之
時
分
、
衆
道
之
事
陀
て
騒
動
有
v
之
.
鶴
松
と
一
式
ふ
者
牛
裂
に
被
a
仰

付
-
候
吋
只
今
の
つ
る
ま
谷
と
云
ふ
は
、
共
時
分
よ
り
名
付
申
候
。
此

時
取
持
す
る
者
、
何
れ
も
御
刑
法
に
候
。
此
内
に
三
山
市
兵
衛
幼
少

よ
り
召
仕
候
草
履
取
有
v
之
候
。
此
者
市
兵
衛
に
被
=
預
置
-
庭
、
欠
落

仕
候
に
付
、
市
兵
衛
に
可
a
帯
出
-
可
v
申
候
、
右
之
者
出
不
ν
申
候
は
ど

市
兵
衛
曲
事
に
可
v
被
旦
仰
付
-
之
官
被
邑
仰
波
-
健
一
底
、
市
兵
衛
不
昌
相
一
第
一

毎
日
美
食
料
理
に
て
酒
を
の
み
、
心
安
き
者
共
を
呼
集
め
哨
申
候
。

何
れ
も
相
等
候
へ
と
申
候
へ
共
‘
市
兵
衛
申
候
は
.
欠
落
他
園
へ
参

候
者
知
れ
申
問
敷
与
存
候
。
と
て
も
薄
付
不
v
申
者
故
に
精
を
患
し
‘

老
人
が
命
を
惜
し
み
あ
が
き
廻
り
、
格
に
つ
め
腹
切
申
杯
と
人
に
笑

れ
候
よ
り
は
‘
如
v
此
た
ぺ
度
物
に
て
も
食
ひ
幾
し
み
、
共
後
切
腹
可
v

仕
と
の
先
悟
也
と
-X
ふ
。
件
の
草
履
取
越
前
に
罷
在
、
金
調
仰
の
様
子
心

元
た
く
存
じ
、
金
樺
よ
り
来
る
放
人
承
合
候
へ
ば
、
三
山
市
兵
衛
家

来
御
預
け
の
者
欠
落
仕
と
て
、
三
十
日
之
内
に
不
=
帯
出
-
候
は
ど
、
市

小
知
も
給
り
候
由
。
宮
井
喜
兵
衛
は
三
山
市
兵
衛
と
親
類
之
旨
に

て
‘
右
の
酬
明
承
り
た
り
。
右
草
履
取
御
感
被
=
思
召
-
候
哉
、
市
兵
衛
は

小
身
也
、
取
立
候
儀
も
成
問
敷
、
高
知
之
者
共
之
内
に
貰
ひ
可
v
申
と

の
御
噂
有
v
之
故
、
小
幡
宮
内
も
ら
ひ
、
侍
と
た
し
.
知
行
可
v
遁
皆
申

上
候
へ
ば
、
左
様
可
v
致
事
と
御
意
有
v
之
官
‘
亡
父
山
本
瀬
兵
衛
哨

申
。
と
あ
り
。
按
や
る
に
‘
三
山
市
兵
衛
は
寛
永
四
年
の
士
帳
に
、

御
M
m
織
衆
御
廊
下
御
番
四
百
五
十
石
三
山
市
兵
衛
。
と
あ
り
て
、
三

段
崎
孫
市
と
は
元
よ
り
別
人
也
。
但
し
何
れ
か
正
設
な
ら
ん
。

。

=

俣

屋

五

右

衛

門

茜

邸

-

二
俣
屋
は
闘
町
民

τの
奮
家
に
て
.
此
の
邸
地
は
、
往
古
小
立
野
の

0
.

が
け
下
た
る
幽
谷
の
健
を
露
地
と
ι臥
し
た
り
。
沓
停
に
一
宮
ふ
。
昔
蓮

如
上
入
賞
閣
下
向
あ
り
し
時
、
此
の
地
の
風
景
を
賞
翫
せ
ら
る
。
故
-

K
共
の
時
の
地
景
の
ま
L
を
後
々
ま
で
残
せ
り
と
て
、
樹
木
は
松
の
一

み
に
て
、
自
然
の
焼
石
を
谷
川
の
漉
り
滞
る
風
景
は
吏
也
。
陣
取
石
の
二

と
け
む
し
、
い
と
紳
さ
び
た
る
鉢
、
質
に
幽
谷
の
如
く
、
雅
人
の
賞
翫
一

段
し
け
る
露
地
た
り
し
か
ど
、
明
治
維
新
の
際
家
屋
を
段
ち
、
今
は
一

風
設
を
損
ぜ
り
と
が
』
O

一

O
棟
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